
油漂着確認場所一覧表

17日～ 姫路河川国道事務所油回収量一覧表
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7日

8時30分～14時15分

１４日

１５日

実施日

６日

７日

８日

国土交通省

⑫明石市船上町地先

⑪明石市役所の南側で海面全体

③神戸市垂水区東舞子町付近(舞子漁港の東)

国土交通省

国土交通省

対応機
関

国土交通省

確認
状況

確認
状況

神戸市

兵庫県

国土交通省

国土交通省

②アジュール舞子と明石大橋の間の海上

⑦神戸市垂水区塩屋1丁目の砂浜

確認場所

6日

国土交通省

国土交通省

明石市

国土交通省

国土交通省

国土交通省

明石市

国土交通省

国土交通省

①アジュール舞子

⑨神戸市垂水区狩口台7丁目付近(西側)

⑰明石市大久保町江井島地先

⑯明石市藤江地先

⑮明石市谷八木地先

⑭明石市林崎・松江地区６箇所

⑬明石市林崎1丁目（林崎漁港）

⑩大蔵海岸（西地区）

凡例：着＝最初に漂着を確認　　流＝最初に漂流を確認　再＝再度漂着若しくは漂流を確認　回＝油塊を回収 消＝油塊が
消滅

⑥大蔵海岸（東地区）

⑤神戸市垂水区狩口台7丁目付近(東側)

④神戸市垂水区西舞子町付近(山田川河口付近)

⑧神戸市垂水区塩屋1丁目（塩屋漁港）の西側の砂浜
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９日

１０日
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１２日

１３日

9時30分～14時

実施時間

１７時～１９時

７時～１７時

7時30分～16時
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土嚢袋　９袋
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土嚢袋　１袋(少量）

土嚢袋　１袋(少量）

土嚢袋　１袋

土嚢袋　1袋

土嚢袋　1袋（少量）

土嚢袋　1袋（少量）

土嚢袋　1袋（少量）
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別図－２　東播海岸での海岸巡視範囲と油漂着及び回収作業の実施状況

①　　国土交通省による海岸陸上巡視の範囲
（主に国土交通省が管理している区間を中心に実施）

⑤

①　国土交通省による海岸陸上巡視の範囲
（主に国土交通省が管理している区間を中心に実施）

凡　　　　　　例
　　　　　　　　　　　　　　　　過去に海岸線に油が漂着した箇所

　　　　　　  過去に海岸線付近に油が漂流した箇所

②　国土交通省による海岸陸上巡視の範囲
（主に国土交通省が管理している区間を中心に実施）

姫路河川国道事務所では、神戸市垂水区塩屋
地先から明石市大久保町谷八木地先(瀬戸川
左岸付近）の約２１ｋｍの区間を①と②に分け
て、２日間で２１ｋｍ区間の巡視を行っておりま
す。
17日以降については、東播海岸での油の漂着
は確認されておりません

神戸市垂水区塩屋地先

明石市大久保町谷八木地先
(瀬戸川左岸付近）


